
独立行政法人国際協力機構の中期計画の変更理由 

 

１．国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策（令和 6年 11月 22日閣議決定）に係る予算が令和 6年度補正予算（第 1号）により措置されたことに伴う変更。 



独立行政法人国際協力機構の中期計画 新旧対照表 

（主務府省：外務省、財務省、農林水産省） 

第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

 

7．予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。）  

別表 1～3 のとおり。 

なお、令和4年度補正予算（第2号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金につ

いては、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）において、危

機に強いエネルギー供給体制を構築するため、地域の『稼ぐ力』を回復・強化するため、「新しい資本主義」

を加速するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る開発途上

国のサプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る 2025 年日本国際博覧会出展支援事業、経済協力に

係る気候変動適応策推進事業等、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協力に係る研

修施設等の整備に活用する。 

令和5年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金については、

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）において、地方の成長を実現する

ため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る 2025 年国際博覧会

出展支援事業、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協力に係る研修施設の整備に活

用する。 

令和6年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金については、

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和 6 年 11月 22 日閣議決定）において、潜

在成長率を高める国内投資を拡大するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識

し、経済協力に係る経済安全保障の強化支援事業、経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業等及

び経済協力に係る研修施設の整備に活用する。 

 

 

 

7．予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。）  

別表 1～3 のとおり。 

なお、令和4年度補正予算（第2号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金につ

いては、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）において、危

機に強いエネルギー供給体制を構築するため、地域の『稼ぐ力』を回復・強化するため、「新しい資本主義」

を加速するため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る開発途上

国のサプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る 2025 年日本国際博覧会出展支援事業、経済協力に

係る気候変動適応策推進事業等、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協力に係る研

修施設等の整備に活用する。 

令和5年度補正予算（第1号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金については、

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和 5 年 11 月2 日閣議決定）において、地方の成長を実現す

るため及び国民の安全・安心を確保するために措置されたことを認識し、経済協力に係る 2025 年国際博覧

会出展支援事業、経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等並びに経済協力に係る研修施設の整備に

活用する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

別表１ 

予算 

（単位：百万円） 

 
［注１］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

［注２］上記収入中の施設整備費補助金等収入及び支出中の施設整備費については、2017年度以降の施設・整

備計画に基づき記載しているが、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。 

［注３］無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政法人国際協力機構法（平成14年法律第

136号）第13条第１項第３号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計画及び資金計画は

記載していない。 

［注４］運営費交付金収入及び業務経費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された「物価高

克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る開発途上国の

サプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る2025年日本国際博覧会出展支援事業、経済協力に係る気

候変動適応策推進事業等並びに経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等に係る予算（21,196百万

円）、並びに令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令

和5年11月2日閣議決定）の経済協力に係る2025年国際博覧会出展支援事業並びに経済協力に係るウクライナ

及び周辺国支援事業等に係る予算（22,973百万円）並びに令和6年度補正予算（第1号）により措置された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和6年11月22日）の経済協力に係る経済安全保

障の強化支援事業及び経済協力に係るグローバルサウスとの連携強化事業等に係る予算（19,728百万円）が

含まれている。 

［注５］施設整備費補助金等収入及び施設整備費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る研修

施設等の整備に係る予算（267百万円）、及び令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全

脱却のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算（372

百万円）及び令和6年度補正予算（第1号）により措置された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総

合経済対策」（令和6年11月22日）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算（1,122百万円）が含まれて

いる。 

 

別表１ 

予算 

（単位：百万円） 

 
［注１］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

［注２］上記収入中の施設整備費補助金等収入及び支出中の施設整備費については、2017年度以降の施設・整

備計画に基づき記載しているが、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。 

［注３］無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政法人国際協力機構法（平成14年法律第

136号）第13条第１項第３号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計画及び資金計画は 

記載していない。 

［注４］運営費交付金収入及び業務経費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された「物価高

克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る開発途上国の 

サプライチェーン強化支援等事業、経済協力に係る2025年日本国際博覧会出展支援事業、経済協力に係る気

候変動適応策推進事業等並びに経済協力に係るウクライナ及び周辺国支援事業等に係る予算（21,196百万 

円）並びに令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和5

年11月2日閣議決定）の経済協力に係る2025年国際博覧会出展支援事業並びに経済協力に係るウクライナ及

び周辺国支援事業等に係る予算（22,973百万円）が含まれている。 

［注５］施設整備費補助金等収入及び施設整備費については、令和4年度補正予算（第2号）により措置された

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和4年10月28日閣議決定）の経済協力に係る研修 

施設等の整備に係る予算（267百万円）及び令和5年度補正予算（第1号）により措置された「デフレ完全脱却

のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）の経済協力に係る研修施設の整備に係る予算（372百

万円）が含まれている。 

 

 

 

 

 

 



第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

別表２ 

収支計画 

（単位：百万円） 

 
［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

収支計画 

（単位：百万円）  

 
［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 五 期（変更後） 第 五 期（変更前） 

 別表３ 

資金計画 

（単位：百万円） 

 
 

［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 別表３ 

資金計画 

（単位：百万円） 

 
 

［注］四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


